
平成２８年度第２回 広島県道路メンテナンス会議

日時：平成２９年 ２月２２日（水）

１３：００～１５：００

場所：広島合同庁舎１号館附属棟２階

大会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事
（１）道路メンテナンス年報の紹介・・・・・・・・・Ｐ ３

（２）道路鉄道連絡会議の設置について・・・・・・・Ｐ２３

（３）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９

４．連絡調整

５．閉 会



所　属 役職 氏名

役職 氏名

会長 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所長 逢坂　謙志 副所長 藤原　優

副会長 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所長 堀江　豊

副会長 国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長 溝山　勇 副所長 貞任　俊典

副会長 広島県土木建築局 道路整備課長 上田　隆博 参事 高森　真司

副会長 広島県土木建築局 技術企画課長 石井　和夫 参事 畠山　誠司

副会長 広島市道路交通局道路部 道路課長 大村　昭彦

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 広島高速道路事務所長 長野　敦

広島県道路公社 道路部長（兼）維持管理課長 三好　博

広島高速道路公社 総務部参事 菅原　光敏 総務部保全課長　 秋本　隆彦

本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ尾道管理センター 所長 大川　宗男

呉市 土木部長 田口　康典 副部長 北岡　宏紹

竹原市 建設部長 有本　圭司 建設課長 大田　哲也

三原市 建設部長 武田　吉充

尾道市 建設部長 槙山　博之

福山市建設局 土木部長 小川　政彦 道路企画担当課長 杉之原　英司

府中市 建設産業部長 若井　紳壮 整備保全課長 河毛　茂利

三次市 建設部長 上岡　譲二

庄原市 環境建設部長 山田　明

大竹市 建設部長 坪浦　伸泰

東広島市 建設部長 市川　宏行 次長兼維持課長 三戸　通明

廿日市市 建設部長 河崎　勝也 維持管理課長補
佐兼第１係長

中村　龍誠

安芸高田市 建設部長 伊藤　良治

江田島市 土木建築部長 木村　成弘 建設課長 木下　隆

府中町 建設部長 梶川　幸正

海田町 建設部長 久保田　誠司

熊野町 建設部長 沖田　浩

坂町 技監（兼）建設部長 藤原　博明 産業建設課長 西谷　伸弘

安芸太田町 建設課長 田中　啓二

北広島町 建設課長 砂田　寿紀

大崎上島町 建設課長 藤原　通伸

世羅町 建設課長 沖　丈博

神石高原町 建設課長 国重　修示

一般社団法人広島県土木協会 技術部長 大和　伸明

オブザーバー 国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路調整官 田中　敏彦

国土交通省中国地方整備局道路部 道路保全企画官 沢口　俊樹

事務局

西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所統括課
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代理出席者

国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課

広島県土木建築局道路整備課

広島市道路交通局道路部道路課
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平成２８年度第２回　広島県道路メンテナンス会議　配席表

（オブザーバー）

中国地方整備局
地域道路調整官

呉市

竹原市

坂町

（会長）（代）

広島国道事務所
副所長

（副会長）（代）

広島県
道路整備課長

（副会長）（代）

広島県
技術企画課参事

広島県

土木協会
世羅町

神石高原町

府中町

大崎上島町

安芸高田市

三原市

江田島市

海田町

事務局

熊野町

（副会長）

福山河川国道
事務所長

（副会長）（代）

三次河川国道事務所

副所長

（副会長）

広島市

道路課長

（副会長）

西日本高速道路（株）

広島高速道路事務所長

広島県
道路公社

広島高速
道路公社

本州四国連絡

高速道路（株）

しまなみ
尾道センター

庄原市

廿日市市

福山市

安芸太田町

北広島町

東広島市

尾道市

府中市

三次市

大竹市

西日本高速
道路（株）

広島国道

広島市

随行

（オブザーバー）

中国地方整備局

道路保全企画官

呉市

広島県

広島県

中国地方
整備局

広島県

広島国道

西日本高速
道路（株）

三次河川

国道

福山河川

国道

広島国道

福山市

記者席

広島高速
道路公社

三原市

広島県
土木協会

世羅町

広島県

広島県

広島県

広島県

広島県

西日本高速

道路（株）

安芸高田市

入り口

随
行

随
行

入り口

記者席

記者席

随
行
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ぐ
跨
道
橋

跨
線
橋

緊
急
輸
送
道
路
を

構
成
す
る
橋
梁

平
成
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年
度

平
成
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年
度

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
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年
度

5
5
%

5
3
%

3
5
%

3
2
%

1
0
%

1
5
%

0
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3
%

0
%

0
%

2
0
%

4
0
%

6
0
%

8
0
%

1
0
0
%

非
塩
害

（N
=
1
1
,9
7
3
）

塩
害

（
N
=
1
,0
3
4
）

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

1
0
% 1
5
%

1
7
%

2
0
% 1
7
% 2
4
%

2
4
%

1
8
%

2
0
%

2
4
%

1
9
%

1
8
%

2
3
%

3
1
% 2
2
%

橋
梁

ト
ン
ネ
ル

道
路
附
属
物
等

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度

点
検
実
施
率

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

（
）
内
は
各
年
度
の
点
検
実
施
率

（
1
7
%
）

（
1
1
%
）

（
1
4
%
）

（
2
2
%
）

（
1
8
%
）

（
2
4
%
）

計
画

点
検
実
施
率

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

（
）
内
は
各
年
度
の
点
検
実
施
率

（
9
%
）

（
1
3
%
）

（
1
6
%
）

（
1
9
%
）

（
1
6
%
）

（
2
1
%
）

計
画

〇
塩
害
の
影
響
地
域
に
あ
る
橋
梁
は
、
塩
害
の
影
響
地
域
以
外
と
比
べ
て
健
全
度
が
低
い
傾
向
に
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
橋
梁
は

そ
の
傾
向
が
顕
著
で
す
。

【
参
考
】
今
後
の
デ
ー
タ
分
析
・
活
用
の
事
例

道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
年
報
の
概
要

○
平
成
2
6
年
7
月
よ
り
、
道
路
管
理
者
は
、
全
て
の
橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
等
に
つ
い
て
、
５
年
に
１
度
、
近
接
目
視
で
点
検
を
行
い
、
点
検
結
果
と
し
て
健
全
性
を
４
段
階
に
診
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

○
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
年
報
は
、
道
路
イ
ン
フ
ラ
の
現
状
や
老
朽
化
対
策
に
つ
い
て
ご
理
解
頂
く
た
め
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
今
回
は
、
平
成
２
７
年
度
の
点
検
実
施
状
況
、
点
検
結
果
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

○
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
年
報
は
、
行
政
関
係
者
に
よ
る
点
検
結
果
を
踏
ま
え
た
今
後
の
措
置
方
針
の
立
案
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
や
民
間
企
業
で
の
維
持
管
理
分
野
の
分
析
・
研
究
開
発
で
の
活
用
も
期
待

し
て
い
ま
す
。

〇
平
成
2
6
・
2
7
年
度
の
累
積
点
検
実
施
率
は
、
橋
梁
約
2
8
%
、
ト
ン
ネ
ル

約
2
9
%
、
道
路
附
属
物
等
約
3
7
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。

＜
凍
結
防
止
剤
の
影
響
分
析
＞

〇
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
の
判
定
区
分
Ⅲ
の
割
合
は
、
緊
急
輸
送
道
路
を

跨
ぐ
跨
道
橋
で
約
1
1
％
、
跨
線
橋
で
約
2
1
％
、
緊
急
輸
送
道
路
を
構
成
す
る

橋
梁
で
約
1
0
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
橋
梁
全
体
：
約
1
0
％
）

■
５
年
間
の
点
検
計
画
・
累
積
点
検
実
施
率
（
全
道
路
管
理
者
合
計
）

〇
平
成
2
6
・
2
7
年
度
の
累
積
点
検
実
施
率
は
、
緊
急
輸
送
道
路
を
跨
ぐ

跨
道
橋
約
3
9
％
、
跨
線
橋
約
2
9
％
、
緊
急
輸
送
道
路
を
構
成
す
る
橋
梁

約
3
8
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
の
点
検
計
画
・
累
積
点
検
実
施
率
（
全
道
路
管
理
者
合
計
）

〇
平
成
2
7
年
度
に
点
検
を
実
施
し
た
橋
梁
の
う
ち
、
緊
急
又
は
早
期
に
修
繕
な
ど
の
措
置
を
行
う
必
要
の
あ
る
橋
梁
（
判
定
区
分
Ⅲ
・
Ⅳ
）
が
、

国
は
約
8
％
（
5
4
8
橋
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
市
町
村
で
は
約
1
0
％
（
9
,5
5
0
橋
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〇
建
設
経
過
年
数
が
長
く
な
る
ほ
ど
、
早
期
に
修
繕
な
ど
の
措
置
が
必
要
な
橋
梁
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

〇
緊
急
措
置
段
階
で
あ
る
判
定
区
分
Ⅳ
の
橋
梁
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
緊
急
措
置
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
（
年
報
に
リ
ス
ト
を
添
付
）

■
判
定
区
分
と
建
設
経
過
年
度
（
橋
梁
）

〔
国
土
交
通
省
〕

〔
市
町
村
〕

■
判
定
区
分
（
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
）

累
積
点
検
実
施
率
（
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
）

点
検
結
果
（
最
優
先
で
点
検
す
べ
き
橋
梁
）

累
積
点
検
実
施
率
（
全
体
）

点
検
結
果
（
橋
梁
）

点
検
結
果
（
平
成
２
６
・
２
７
年
度
）

平
成
２
７
年
度
の
点
検
結
果

〇
凍
結
防
止
剤
の
散
布
量
が
多
い
橋
梁
は
、
散
布
量
が
少

な
い
橋
梁
に
比
べ
健
全
度
が
低
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

〇
全
橋
梁
の
う
ち
、
市
町
村
管
理
が
約
７
割
を
占
め
て
お
り
、
米
国
と
比
較
し

て
も
、
日
本
の
市
町
村
管
理
の
橋
梁
数
が
極
め
て
多
い
こ
と
が
特
徴
で
す
。

出
典
）日
本
道
路
局
調
べ
(H
2
7
.1
2時
点
）,
米
国
F
H
W
A
（
F
e
de
ra
l
H
ig
h
w
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A
dm
in
is
tr
at
io
n）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（2
01
4.
12
時
点
）

【
参
考
】
橋
梁
の
現
状

【
日
本
】

【
米
国
】

＜
塩
害
の
影
響
分
析
＞

※
国
土
交
通
省
が
管
理
す
る
橋
梁
の
H
26
～
H
27
年
度
点
検
結
果

※
凍
結
防
止
剤
の
散
布
量
は
当
該
橋
梁
が
存
在
す
る
路
線
に
お
け
る

平
成
26
年
度
の
散
布
量
を
も
と
に
算
出
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Ⅲ
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00
%

～
1
0年

1
1年
～
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2
1年
～
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0年

3
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4
1年
～
5
0年

51
年
～

不
明

合
計

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

2
1
%

1
7
%

3
7
%

3
8
%

6
8
%

6
1
%

5
3
%

5
2
%

1
1
%

2
1
%

1
0
%

1
0
%
0
.1
%

0
%

2
0%

4
0%

6
0%

8
0%

1
00
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緊
急
輸
送
道
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跨
ぐ
跨
道
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跨
線
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緊
急
輸
送
道
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構
成
す
る
橋
梁

（参
考
）
全
橋
梁

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
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資
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平成 29 年 2 月 22 日 

 

 

広島県道路鉄道連絡会議（仮称）の設置について 

 

【設置の趣旨】 

跨線橋の計画的な維持及び修繕が図られるよう、道路管理者は、あらかじめ鉄道事業者

等との協議により、跨線橋の維持又は修繕の方法を定めておく旨道路法施行規則が一部改

正され、平成２８年１２月１日から施行となった。 

 

今後は、点検結果を踏まえた修繕工事や熊本地震を踏まえた耐震補強工事の増加が見込

まれることから、道路管理者は、鉄道の安全・安定輸送の重要性に鑑み、鉄道事業者と協

力して、速やかに必要な措置を講じる必要があり、これらの実施状況は、「広島県道路メン

テナンス会議」において、把握する必要がある。 

 

跨線橋の点検及び修繕を計画的かつ効率的に進められるよう、関係者の情報共有及び協

議調整を実施するため、「広島県道路メンテナンス会議」の下部組織※(1)として「広島県道

路鉄道連絡会議（仮称）」を設置し、関係者出席の下、広島県内の安全かつ円滑な交通の確

保及びメンテナンス対策の取り組みを進めることとしたもの。 

 

※(1) 「広島県道路メンテナンス会議」規約第 4 条第 4 項の「専門部会」に位置付け 

【広島県道路メンテナンス会議】 

 「広島県道路メンテナンス会議」は、広島県内のトンネルや橋梁等の道路施設を計画的

かつ効率的に維持管理・補修・更新等するために、道路管理者が相互に連絡調整し、また

協力して情報の共有や発信を行うことにより、点検や修繕計画等の調整、技術基準類に対

する理解、健全性の診断に関する研鑽、必要な技術的支援等を促進する等、道路施設の予

防保全・老朽化対策を強化することを目的として設置。 

 

※ 道路法 28 条の２の規程に基づき、平成 26 年 6 月 30 日に設置済み 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－２ 
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広島県道路鉄道連絡会議（仮称）規約【案】 

 

（名 称） 

第１条 本連絡会議は、「広島県道路鉄道連絡会議」（以下「連絡会議」という。）と称す

る。 

 

（目 的） 

第２条 連絡会議は、広島県道路メンテナンス会議規約第４条第４項に規定の「専門部会」

に位置付けるものとし、広島県内における次条に規定する対象施設について、道路管理

者及び関係する鉄道事業者間で協議・調整を行うことにより、広島県内の安全かつ円滑

な交通の確保及び対象施設の予防保全・メンテナンスの強化等を図ることを目的とする。 

 

（対象施設） 

第３条 対象施設は、広島県内の鉄道を跨ぐ全ての道路法の道路橋、及び道路法の道路を

跨ぐ鉄道橋とする。 

 

（協議・調整事項） 

第４条 連絡会議は、その目的を達成するため、対象施設に係る次の事項について、情報

共有及び協議・調整を行う。 

 一 対象施設の維持管理等に係る情報共有に関すること。 

二 対象施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。 

三 対象施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。 

 四 その他対象施設の管理に関連し、会長が必要と認めた事項に関すること。 

 

（構 成） 

第５条 連絡会議は、別表に掲げる、関係機関をもって構成する。 

２ 連絡会議には、会長及び副会長６名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備

局広島国道事務所長、副会長は国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所長、国土

交通省中国地方整備局三次河川国道事務所長、中国運輸局鉄道部技術課長、広島県土木

建築局道路整備課長、広島市道路交通局道路部道路課長及び西日本高速道路株式会社中

国支社広島高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

 

（会議の運営） 

第６条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。 

２ 連絡会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。 

 

（開催頻度） 
第７条 年１回を基本とし、必要に応じて適宜開催する。 
 

（事務局） 

第８条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課、広島県

土木建築局道路整備課、広島市道路交通局道路部道路課、西日本高速道路株式会社中

国支社広島高速道路事務所統括課に置く。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。 

 

（附 則） 

この規約は、平成２９年 月 日から施行する。  
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（別表） 

広島県道路鉄道連絡会議 名簿（案） 

 

 所  属 役  職 備考 

会 長 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所長 道路管理者

副会長 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所長 道路管理者

副会長 国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長 道路管理者

副会長 国土交通省中国運輸局 鉄道部 技術課長  

副会長 広島県土木建築局 道路整備課長 道路管理者

副会長 広島市道路交通局道路部 道路課長 道路管理者

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 広島高速道路事務所長 道路管理者

 広島高速道路公社 保全課長 道路管理者

 
本州四国連絡高速道路株式会社し

まなみ尾道管理センター 
計画課長 道路管理者

 

 
呉市 土木維持課長 道路管理者

 
竹原市 建設課長 道路管理者

 
三原市 土木管理課長 道路管理者

 
尾道市 維持修繕課長 道路管理者

 
福山市 

道路整備課 

道路企画担当課長 
道路管理者

 
府中市 整備保全課長 道路管理者

 
三次市 土木課長 道路管理者

 
庄原市 建設課長 道路管理者

 
大竹市 土木課長 道路管理者

 
東広島市 建設部次長（兼）課長 道路管理者

 
廿日市市 維持管理課長 道路管理者

 
安芸高田市 すぐやる課長 道路管理者

 
坂町 産業建設課長 道路管理者

 
西日本旅客鉄道株式会社広島支社 企画課 課長代理 鉄道事業者
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西日本旅客鉄道株式会社岡山支社 企画課 課長代理 鉄道事業者

 
西日本旅客鉄道株式会社米子支社 

山陰地域振興本部 

課長代理 
鉄道事業者

 

 日本貨物鉄道株式会社 関西保全技術センター所長 鉄道事業者

 広島電鉄株式会社 電車事業本部

電車技術部 
工務課長 鉄道事業者

 
広島高速交通株式会社 施設課長 鉄道事業者

 
井原鉄道 施設課長 鉄道事業者

 

事務局 

国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 道路保全課 

広島県 土木建築局 道路整備課 

広島市 道路交通局 道路部道路課 

西日本高速道路株式会社中国支社 広島高速道路事務所 統括課 

 

オ ブ ザ

ーバー 

国土交通省 中国地方整備局 

国土交通省 中国地方整備局 

道路部 地域道路調整官 

道路部 道路保全企画官 
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広島県道路メンテナンス会議規約 

 

（名称） 

第１条本会議は、「広島県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条会議は、道路法（昭和27年法律第180号）第２８条の２に規定の「協議会」に位 

置付けるものとし、広島県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が 

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図 

ることを目的とする。 

 

（審議事項） 

第３条会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。 

一道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。 

二道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。 

三道路施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。 

四その他道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項 

 

（組織） 

第４条会議は、別表１に掲げる、広島県内における高速自動車国道、都市高速道路、一 

般国道、県道及び市町道の各道路管理者等で組織する。 

２ 会議には、会長及び副会長６名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局広 

島国道事務所長、副会長は国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所長、国土交通 

省中国地方整備局三次河川国道事務所長、広島県土木建築局道路整備課長、広島県土木 

建築局技術企画課長、広島市道路交通局道路部道路課長及び西日本高速道路株式会社中 

国支社広島高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで 

きる。 

５ 会議には、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、県道及び市町道の各道路管理 

者の代表者からなる幹事会を置くものとし、構成は別表２のとおりとする。 

６ 会議に、道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等へ 

の技術相談の窓口を設置し、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課に置 

く。 

 

（会議の運営） 

第５条会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。 

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。 

 

（幹事会） 

第６条幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。 

一会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。 

二会議における審議議題の調整に関すること。 

三その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。 

（事務局） 

第７条会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課、広島県 

土木建築局道路整備課、広島市道路交通局道路部道路課及び西日本高速道路株式会社中 

国支社広島高速道路事務所統括課に置く。 

 

 

参 考 
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（規約の改正） 

第８条本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。 

 

（その他） 

第９条本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。 

 

（附則） 

本規約は、平成２６年６月３０日から施行する。 

平成２７年６月１２日改正 

平成２８年７月２６日改正 
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【
機

密
性

２
】

平
成
２
９
年
度
の
取
り
組
み
（
案
）

資
料

５

・
橋

梁
点

検
講

習
会

・
ト
ン
ネ
ル

点
検

講
習

会

対
象

：
自

治
体

職
員

及
び
直

轄
職

員

目
的

：
管

理
者

又
は

発
注

者
と
し
て
必

要
な
知

識
の

習
得

を
目

的
と
し
て
、
橋

梁
・
ト
ン
ネ
ル

点
検

要
領

に
係

る
講

義
及

び
現

場
実

習
を
行

う
。

Ｈ
２
８
年
度
と
同
様
に
、
自
治
体
職
員
及
び
直
轄
職
員
の
知
識
・
技
術
力
向
上
の
た
め
、

研
修
、
講
習

会
等

を
実

施
予
定

。

講
義

現
場
実
習
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